
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
の
平
山
こ
ど
も
ク
リ

ニ
ッ
ク
（
有
田
川
町
）
に
併
設
し
て
い

る
、
病
児
保
育
室
「
こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
」
の

令
和
５
年
度
分
の
登
録
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
（
事
前
登
録
は
、
年
度
毎
に
必
要
で

す
。
）

事
前
登
録
に
は
、
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

（
手
続
き
に
は
、
母
子
手
帳
と
印
鑑
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
）

◆
提
出
先

　

教
育
委
員
会
幼
児
教
育
係

　

（
受
付
時
間
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

病
児
・
病
後
児
保
育
と
は

　

お
子
さ
ん
が
病
気
ま
た
は
そ
の
回

復
期
に
あ
り
、
保
育
所
等
に
預
け
る

こ
と
が
で
き
ず
、
保
護
者
の
方
が
仕

事
な
ど
の
た
め
、
家
庭
で
の
保
育
が

出
来
な
い
場
合
、
一
時
的
に
お
預
か

り
す
る
事
業
の
こ
と
で
す
。

※
医
師
に
よ
り
、
受
入
が
不
可
能
と

判
断
さ
れ
た
場
合
、
利
用
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
対
象（
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
子
）

①
湯
浅
町
に
住
所
が
あ
る
こ
と

②
生
後
６
カ
月
〜
小
学
６
年
生
ま
で

③
保
護
者
の
方
が
、
お
仕
事
、
病
気
、

冠
婚
葬
祭
等
の
理
由
で
、
家
庭
で

の
保
育
が
困
難
な
状
況
で
あ
る
こ

と

◆
対
象
と
な
る
病
気

①
風
邪
、
下
痢
な
ど
、
子
ど
も
が
日

常
的
に
か
か
る
病
気

②
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
お
た
ふ
く
か

ぜ
、
水す
い

痘と
う

な
ど
の
伝
染
性
疾
患

（
麻
疹
は
除
く
）

③
喘
息
な
ど
の
慢
性
疾
患

④
骨
折
、
熱
傷
な
ど
の
外
傷
性
疾
患

◆
利
用
時
間

８
時
30
分
〜
17
時
30
分

（
土
日
祝
日
・
そ
の
他
赤
ち
ゃ
ん
か

ら
の
平
山
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
の

休
診
日
は
お
休
み
で
す
。
）

◆利用料金（１日あたり）
世帯区分 利用料金

生活保護世帯 無　　料
前年度分の市町村民税非課税世帯 １日 1,000 円（半日※500円）
その他の世帯 １日 2,000 円（半日※1,000 円）
※半日とは、8時30分～12時30分　または　13時～17時30分まで

●利用料金の助成について
病児保育に係る利用料の一部を助成します。該当する方には、年度末までに申請書を送付します。

詳しくは、教育委員会幼児教育係、またはこぐまクラブまでお問い合わせください。

教育委員会幼児教育係 ⑲⑳番窓口  ℡６３-１１１１
病児保育室「こぐまクラブ」 ℡５２-８６６７

問

─────── 令和５年度 ───────
病児・病後児保育事業登録申込の御案内

18令和５年３月


